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栄養保持を目的とした医薬品を処方する際の 

理由コメントに対する暫定対応について 
 

 

 

令和８年度診療報酬改定に伴い、「栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化」の観

点から６月１日より一部の医薬品に対して必要と判断した理由を処方箋に記載する必要がありま

す。処方箋の記載上の注意事項としてその理由を「備考」欄に記載するとされておりますが、現行

の電子カルテシステムはこれに対応できておりません。 

現在、電子カルテシステムの改修が急ピッチですすめられておりますが、改修が完了するまで

の間は臨時的な措置として、下記のとおり「処方」欄にその理由を記載する運用とさせていただき

ますのでご承知おきください。 

 

 

記 

【処方箋上への理由の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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